
 

 

 

 

 

『福祉まちづくりセンター』は、６月１日（月）から段階的（※）に貸館を再開いたします。 

※ 体操、合唱を目的とした貸館のご利用は、８月より再開する予定です。 

 

 

 

 

 

貸館の利用に際しては、当面の間、感染症防止対策を十分にとっていただくために、 

国が示している「三つの『密』」（密閉・密集・密接）の防止に努めることや、以下の 

条件等をお守りいただきますようお願いいたします。 

 

なお、新型コロナウイルス感染症の今後の広がり等を見ながら適宜見直すことが 

ありますのでご注意ください。 

 

〇福祉まちづくりセンター入口には消毒液を設置していますので、手指消毒を 

してください。 

 

〇利用時には、マスクを着用してください。 

 

〇会議室等の利用者数は定員の 1/２程度までとなるようにご協力ください。 

 

〇人を密集させないようにし、手が届く範囲以上の距離を保つ等の対応をお願いします。 

 

〇万が一の感染リスクに備え、貸館（会議室等）に貸館利用チェック票を備えて 

おりますので、ご記入をお願いします。 

 

〇利用時には自宅で検温し、発熱や咳等の風邪症状がみられる方はご利用を 

お控えください。 

 

〇高齢の方や基礎疾患をお持ちの方で、感染リスクを心配される方はご利用を 

お控えください。 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた『三重県指針』はこちらです。 

 

【感染症防止対策のお願い】 

 

https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000888621.pdf

